
相談の流れ（フロー） 

Ⅰ. まず 

 

 

 

 

※上記において、相談を受けた者が、１人で調査・調停等を行うことはありません。

Ⅱ. あなたが、望むなら 

申立者の同意があれば、所属部門等へ対応を依頼することもできます。 

････調査委員会の設置は、申立を基に人権侵害防止委員会にて検討し、決定します。

調査委員会設置に至った場合は、申立者および被申立者と個別面談をし、調

査・調停を行います。 

                   

懲戒解雇、諭旨退職、降格、出勤停止、昇給停止、減給、譴責（故意に虚偽の
被害申立てや虚偽の証言をしたことが判明した場合も処分対象となります。） 

委員会の決定に不服がある場合、申立人又は被申立人は、処分決定後 14日以内に不服申立書（様式任意）を 
委員会に提出することができます。 

※すべての過程において、あなたのプライバシーは保護されます。

※重大な法令違反や非行等で、社会に及ぼす影響の著しい事案に関しては、上記の流れに関わりなく、理事長は、

懲戒処分の手続きを取ることができます。 

学内の人権相談員が、お話を聴きます。 

※状況により専門の先生（弁護士・医師など）がお話を聴くこともあります。

処分についての通知 

調 停 

＜外部窓口＞ 

人権侵害防止委員会 

申立者の要請（申立書） 

本法人諸規程による懲戒手続き 

tel: 0120-1440-89 fax: 03-5793-3328 

（平日 9:00～17:00） 

e-mail: kitasatohotline@integrex.jp

公 益 通 報 窓 口 

北里ホットライン 

tel: 0120-797
泣くな

-148
被害者

090-1662-1237

e-mail: jinkenso@kitasato-u.ac.jp

(平日 9:00～17:00) 

あなたの相談 

友人が被害にあったというような時でも 

お話しを聴きます。友人本人には、 

相談制度のことを教えてあげてください。 

あなたが所属する 

学部・病院等の所属上長等 

あなたから相談を受けたのちは、あなたの意見を最大限尊重しながら、 

問題を整理し、関係部門などの協力を得て、一緒に解決方法を考えます。 

＜内部窓口＞ 

＜内部窓口＞ 人 権 侵 害 相 談 窓 口 

（    ）人権侵害相談 
の場合 

あなたの同意があれば、所属部門等へ対応を依頼し、解決に向けて対応いたします。 

mailto:kitasatohotline@integrex.jp

